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第十二回特別弔慰金を支給します

対象　戦没者等の死亡当時の遺族
で、令和７年４月１日において「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺
族年金」などの受給権を有する遺
族がいない場合、次の先順位の遺
族 1 人
❶令和７年４月１日までに戦傷病
者戦没者遺族等援護法による弔慰
金の受給権を取得した人
❷戦没者等の子
❸戦没者等の①父母、②孫、③祖
父母、④兄弟姉妹（要件により順
位が入れ替わる場合があります）
❹❶～❸以外の戦没者等の三親等
内の親族で、戦没者等の死亡時ま
で引き続き１年以上の生計関係を
有していた人
支給内容　額面 27.5 万円、５年償
還の記名国債
必要な物　本人確認書類（マイナ
ンバーカード、運転免許証、保険
証など）
※代理の場合は、委任状と代理人
の本人確認書類
申込期限　令和 10 年３月 31 日
※請求期限を過ぎると支給を受け
ることができなくなります。
※郵送請求を希望する場合はご連
絡ください。
問生活福祉課☎ 0176-51-6718

■令和６年度情報公開制度・個人情報保護制度による開示状況

個人情報保護制度…市が持っている皆さんの情報の取り扱いに
ついてのルールを定め、個人の権利利益を保護しようとする制
度です。自分に関する情報を知りたいときにその開示を請求し
たり、誤りがあるときに訂正を請求したりすることができます。

▼情報公開制度による開示請求の件数と処理状況

実施機関 請求件数
決定件数

審査請求
件数全部開示 一部開示 非開示

（※３）
市長（※ 1） 45( ※２） 24 16 ９ ２
病院事業管理者 ２ ０ ２ ０ ０
教育委員会 １( ※２） ０ ３ ０ ０
議会事務局 ４ ２ ２ ０ ０
選挙管理委員会事務局 ４ １ ３ ０ ０

合計 56（※２） 27 26 ９ ２

※１　水道事業および下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。
※２　１件の請求に対して決定が複数となるものがあるため、合計の件数は一致しません。
※３　請求に係る公文書を保有していない場合を含みます。

▼個人情報保護制度による開示請求の件数と処理状況

実施機関 請求件数
決定件数

審査請求
件数全部開示 一部開示 非開示

（※３）
市長（※１） １ １ ０ ０ ０

病院事業管理者 68（※２） 59 ０ 12 ０

合計 69（※２） 60 ０ 12 ０

情報公開制度…市が持っている公文書の開示請求権を皆さんに
保障するとともに、情報の公開・提供を進めていく制度です。

問総務課☎0176-51-6719

家庭から出る雑草や剪
せんてい

定枝木の
処分について

　市では、循環型社会の形成を目
指し、ごみの減量化とリサイクル
の推進に取り組んでいます。
　家庭から出る雑草や剪定枝木は
燃えるごみとして処分しています
が、土や水分を取り除くことで減
量することができ、焼却燃料や二
酸化炭素排出量の削減により、地
球温暖化対策につながります。
【処理方法のポイント】
▶付着している土を落とし、天日
干しにするなどして乾燥させ、水
分を取り除いてからごみに出す
※剪定枝木は 50cm 以下に切って
ください。
※ごみ収集場所に出すときは、燃
えるごみの袋に入れてください。
※大量になる場合は複数回に分け
てごみ収集場所に出すか、十和田
ごみ焼却施設に直接搬入してくだ
さい。
▶コンポストなどにより肥料とし
て再利用する
▶家庭菜園や花壇などのマルチン
グ材として活用する
※マルチングとは、剪定枝木を細
かく切ったりチップにして樹木の根
元に撒く方法で、雑草対策や土壌
の保温、土壌改良にも役立ちます。
問まちづくり支援課
☎ 0176-51-6726

空家等の解体・撤去費用の一部
を補助します

　市では、老朽化による倒壊など
を引き起こす恐れのある空家等の
解体を促進するため、解体・撤去
費用の一部を補助します。
補助対象　個人が所有する特定空
家等または危険空家等の解体撤去
※工事着手前の申請が必要です。
補助金額　解体・撤去などに要す
る費用の 20％以内（上限 50 万円）
補助要件　▶空家等の所有者また
は所有者の相続人などであること
▶市区町村が賦課する税金を滞納
していないこと▶暴力団関係者と密
接な関係を有している者でないこと
申し込み方法（★）　事前調査の申
出書に記入の上、申し込みください。
※その他詳しい条件はお問い合わ
せください。予算の上限に達し次
第、締め切ります。
問都市整備建築課
☎ 0176-51-6735

令和７・８年度行政相談委員が
決まりました

　行政相談委員は行政活動全般に
関する市民からの苦情や相談を受
け付け、相談者への助言や関係機
関に対する改善の申し入れを行っ
ています。
行政相談委員　▶秋田 美智子
▶生出 隆雄　▶樋口 博昭
問まちづくり支援課☎ 0176-51-6777


